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研究成果の概要（和文）：本研究では、安全性に優れた日本の刑務所制度において人権がお互い損得関係に陥った場合
、どの人権が優先的に推進・擁護されるかを実証的に検証した。具体的に、受刑者処遇法が制定されるきっかけとなっ
た平成13年の名古屋刑務所受刑者放水死事件への対応に着目し、日本の刑務行政の上記成功が現場の幹部職員の裁量が
大きいことのお陰でありながら、その裁量が体系的に悪用され易いことを描写した。又、日本の議会が名古屋刑務所で
の虐待に反応し自らの優越的地位を実現したことを鑑み、日本の政策過程における官僚主導説を提唱する伝統的な見解
を覆すことができた。

研究成果の概要（英文）：Focusing on the political events triggered by a sequence of inmate injuries and 
fatalities in Nagoya Prison which culminated in the 2005/6 reform of the 1908 Prison Law, I showed that 
while many of the successes of Japanese prison management are the result of the high degree of discretion 
given to individual guards, this kind of discretion can easily become systematically abused. Furthermore, 
I showed the capability of the Japanese legislature to hold the bureaucracy to account when called to do 
so. Specifically, I demonstrated how the Nagoya Prison abuses were noticed and responded to by the 
legislature following a tenacious campaign by prisoners' rights activists and their allies in the 
opposition parties. The politicians both responded to external inputs and realised their dominance in the 
political decision-making. This observation is important given the ongoing debates about who governs 
Japan, in which the bureaucracy was long seen as the predominant force.

研究分野： 日本政治

キーワード： 日本の刑務所　人権　被拘禁者取扱いのための標準最低規則　国連　社会安全・秩序　名古屋刑務所事
件　監獄法
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１．研究開始当初の背景 
日本の刑務所はその安全性・秩序の良さで世
界的に知られている。具体的には、第二次世
界大戦以降反乱事件が一つもないという歴
史が、刑事司法専門家の間で有名である。ま
た、脱走事件や暴力事件（囚人対囚人、囚人
対刑務官の両方）発生も他国に比べて毎年圧
倒的に少ないという事実も、よく知られてい
る（詳しくは、下記の表を参考）。 
 

 囚人対刑務
官暴行・攻撃

囚人対囚人
暴行・攻撃 

放火 逃亡 自殺 

2005 2 15 0 1 15 

2006 4 25 1 0 18 

2007 4 12 0 1 21 

2008 0 7 1 0 25 

2009 0 7 0 0 15 

Figure 1. Incidents in Japanese Prisons  
Source: MOJ pamphlet, Penal Institutions 
in Japan, 2011 
 

このような刑務所の安全性を実現し
ている日本の刑務所制度を法務省は誇りに
思っている。このことは矯正局スタッフの第
23 回アジア太平洋国際矯正学会における矯
正局スタッフの発言からうかがえる。刑務所
の安全性を誇ることは、一見したところ、特
に問題ないように思われる。しかし、忘れて
ならないのは、日本政府も批准している様々
な国際人権条約が、人間には「安全な環境に
生きる権利」以外にも推進・擁護すべき権利
が数多くあると定めている、ということであ
る。現在の国際人権条約体制において、少な
くとも「人権が複数存在する」ということは、
大前提として自明視されている。ただし、人
権がお互いトレードオフ・損得関係に陥った
場合、どの人権を優先的に推進・擁護すべき
か、という問題は、その重要性にもかかわら
ず未解決のままである。 

現実としては、各国ではその独自の政
治政策過程において、影響力のある役者を中
心に、人権トレードオフの解決が決められる。
政治家に関して例えば言うと、希少な財務的
資源を受刑者人権保護に費やしたら有権者
に犯罪者を甘やかしているように思われる
ことを心配することがあり得る。とはいって、
政治家には受刑者人権を保護するような措
置を紹介する利害が無い訳ではない。国際人
権契約を批准することによって日本の地位
が上がるだけでなく、批准した事実が様々な
交渉において有力な道具にもなる。又、グア
ンタナモが物語っているように、自己の刑務
所が国際的な基準に合致していると証明で
きなかったら、恥をかかせることにもなる。

官僚についても言えば、管轄を失わないため
に、他の組織に影響力を与えないことも考え
得る。人権を掲げる市民社会でさえ、その組
織構造のせいで政治過程にインプットする
機会を見逃すこともあり得る。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では、安全性に優れた日本の刑務所制
度において人権トレードオフがどのように
解決されているかを実証的に検証した。それ
により、日本の刑務所制度の改善や、日本を
見習おうとする諸外国の政策立案者の参考
に資することを目指した。 
 
 
３．研究の方法 
平成 17/18 年における監獄法（明治 41 年制
定）の改正に着目し、国会議事録、メディア
報告、インタービュー、政府白書、国連レポ
ート等を基に当時の論争を分析した。法律規
定の実施状況よりも、法律が生み出される政
治過程が、当該問題の鍵として考えるからで
ある。 
 
 
４．研究成果 
受刑者処遇法が制定されるきっかけとなっ
た平成 13 年の名古屋刑務所受刑者放水死事
件への対応に着目し、日本刑務行政の上記成
功が現場の幹部職員の裁量が大きいことの
お陰でありながら、その裁量が体系的に悪用
され易いことを描写した。日本の刑務官・所
長の裁量が大きいため、事件が起きた場合、
柔軟な対応をすることが可能である。しかし、
その一方、刑務官・所長が情報をコントロー
ルし、矯正局や法務大臣に相談・説明する義
務が日本の刑務官になければ、刑務所の中で
何が起きているかがどんどん不透明になる。
名古屋刑務所受刑者放水死事件が暴露した
ように、日本の刑務所はその時点で社会から
大変閉ざされた世界になっていたのである。
受刑者が法務大臣に直訴し、法務大臣が封を
あけなければならないという「法務大臣情願
制度」が機能していなく、その訴えが巡閲
官・所長レベルで処理されていた。又、過去
１０年分の死亡帳とこれに対する調査から
浮かび上がってきたのは、刑務所内の死につ
いての死因確定手続の問題性である。２００
件以上の「急性心不全」というあいまい・不
十分な死亡理由説明が目立っていて、それが
施設内の医療の不備についてだけでなく、手
続きの不完全性についても物語っているの
である。 

このような状態に鑑みて、日本の刑務
所運営モデルを万能薬かのように見なして
いる他の先進国のポリシーメーカーは考え
直すべきである。イギリスや米国では特に、
刑務所運営コストを下げる最近のプレシャ
ーの中で日本の制度をそのままコピーしよ



うとする動きがある。イギリスでは 2010 年
から 2012 年にかけて法務大臣を務めたクラ
ーク・ケネットが日本のモデルの採用の提唱
者である。米国でも、バージニア州の元上院
議員ウェブ・ジェームズが日本式行刑制度改
革に向けてロビー活動を長年続けている。彼
は、1986 年に日本を訪れ、府中刑務所を視察
した経験もある。その時、米国・日本両方の
刑務所を経験したアメリカ人受刑者をイン
タービューし、「どちらか選ばなければなら
ないのであれば、安全でフェアーな日本の刑
務所を選ぶ」というこの受刑者の言葉を聞い
たようである。日本の刑務所はルールが非常
に多く、どこを見るか、どのような姿勢で寝
るかなど日常生活のすべての範囲に及ぶ軍
事的規律が保たれるのだが、そのルールを覚
え、フォローさえすれば、心配することない、
という。安全で事件なしの存在ができる。そ
れと違って、米国の刑務所は、日常的な活動
はもっと自由ながらも、理由なく刑務官にい
じめられたり罰せられたりするなど、他の受
刑者にも虐待されるのではないかと常に恐
れての生活だという。ウェブ・ジェームズが
府中刑務所の「気が遠くなるほど整然とし
た」の廊下と雰囲気を目撃し、アメリカ人受
刑者のその言葉を強く受け止め、1986 年以来
のその訪問以降米国の刑事司法制度を日本
風に改革活動に乗り出した。 

本研究のもう一つの成果としては、日
本の政策過程における官僚主導説を提唱す
る伝統的な見解を覆したことがある。という
のは、今回、日本の議会・政治家は名古屋刑
務所で受刑者の不当な処遇に反応し、国会で
法務省に責任を問った議会・政治家は、官僚
に対して明らかに自らの優越的地位を実現
したのでる。与党は監獄人権センター、アム
ネスティ・インターナショナルや日本弁護士
連合会等から成る市民社会と彼らがロビー
した野党の主張に答え、法務省矯正局・法務
大臣を国会で強く責めた。又、彼らは市民社
会の主張を数多く取り入れ、受刑者処遇法で
ある「1908 年の監獄法」を約 100 年ぶりの根
本的改正を指揮し、受刑者処遇改善制度をも
たらした。 

日本議会優位性という観察は新しく
ないが、1970 年代に日本政治学者チャルマー
ズ・アシュビー・ジョンソンが問いかけて現
在でも継続している「誰が日本を統治してい
るか」についての議論の文脈のなかで、意味
深いものである。 

監獄法の研究を進める内に、もう一つ
以外なことを発見した。それはいわゆる「代
用監獄」についての条項が日本の刑事被疑者
の 23 日にもわたる警察のもとでの勾留の正
当性の源である。代用監獄という条項は「法
務省に属している拘置所の代わりに警察の
留置場を使ってもいい」という内容である。
この条項は 1908 年に、日本がヨーロッパ式
法制度を導入しようとした時に、新しい刑事
訴訟法の執行までに拘置所建設を全国各地

に間に合わないという理由で監獄法に入れ
られた。拘置所の建設が全国各地で整えられ
るまで、仕方なく例外という形で、近くに拘
置所が存在しない場合だけに、警察の留置場
を被告人の勾留目的に使ってもいいという
趣旨だった。監獄法を国会で通す当時は、人
権派の政治家から意義があったのですが、そ
れほど大きな批判に及ばなかった。それはな
ぜかというと、警察には治安維持法率という
ずっと有力な道具があって、人権派の政治家
がどちらかというとそちらに集中したので
ある。治安維持法率の方が、ずっと国民の人
権を脅かしていたのである。警察は大正時代
などでこの治安維持法率で恣意的に人を逮
捕したり、即時に裁判なく刑罰を決めたりす
ることができたのである。警察にはこのよう
な権力があったので、代用監獄条項を治安維
持の道具として利用することがあんまり興
味なかったのである。ところが、日本占領時
代後、状況がまったく変わった。代用監獄が
第二次世界大戦の前の時代からただ一つ残
された治安維持の道具になったので、警察に
とってその価値がずっと上がった。 

ダグラス・マッカーサーの下で警察の
力を弱まる改革がいくつか行われた。まずは、
治安維持法率が廃止された。それと並びに思
想警察、憲兵隊、特攻隊なども廃止された。
警察という組織も全体的に改革され、他の省
庁とサイズ的、権力的に似たものになった。
警察組織と直接かかわる改革以外にも、二つ
大きな変化があった。一つは、新しい憲法で
ある。その憲法に裁判官だけが、しかも公の
場で、人を裁くことができるという条項が組
み込まれた。この条項で、戦前のように警察
官による逮捕・刑罰がもう怒らないことが図
られた。二つ目は、新しい刑事訴訟法である。
アメリカ人が作った刑事訴訟法では、被疑者
を逮捕してから 72 時間経過以内に裁判官の
前に連れていくルールができた。裁判官が引
き続き勾留する理由があると判断した場合
だけに、勾留する権利がある。そこまではと
ても進歩的な改革で、占領者の予定通りだっ
たのですが、監獄法の中に「拘置所の代わり
に警察の留置場を使っていい」という条項を
見逃してしまったため、占領後の勾留制度が
大きく変わったのである。警察は、見逃され
た代用監獄条項を治安維持法率の代わりに
治安を維持する道後として使い始めたので
ある。被疑者を逮捕 3日目に裁判官に連れて
いくが、その後、刑事訴訟法と憲法の意図と
違って、法務省の拘置所に勾留するのではな
く、にまた警察の留置場に戻し始めた。そこ
で時間をかけて完全な可視化もなされない
ままで被疑者の自白が促されるのである。代
用監獄条項の利用がどんどん進み、例外のは
ずであったこの制度が結局 99%の場合に使わ
れる制度となった。 

この研究でさらにはっきりとなった
ことはもう一つある。それは、代用監獄が現
在国際的に大変な批判をされているにも関



わらず廃止されないのは、実際、警察だけで
なく、弁護士にも便利な制度だからである。
大変忙しい弁護士は都市からとても離れた
拘置所へ行くのは厄介である。客が通いにく
い場所で勾留されるより、都市のど真ん中に
ある留置場の方がずっと便利で頻繁に会え
る。 

拘置所がどうしてみんな都市から離
れた場所にあるかというと、それは法務省の
施設として国民人気が低いからである。国民
は刑務所を含む法務省の施設よりも、治安を
守ってくる警察の施設の建設を好むのであ
る。このこともあって、国会の中でも、法務
省に予算が回らないのである。杉浦政権元法
務大臣が私の面談にもおっしゃったように
「法務所は仲間がいない。みんなに嫌われて
いる」。それに対して、警察庁は予算に恵ま
れている。その結果として、戦後、次第に、
法務所の施設が少なくなって、住民があんま
り居ないところにしか残されていないので
ある。一方、警察はどんどん都会で新しい留
置場を作り出した。現在も、東京の渋谷区に
300 人もの被疑者を勾留できる留置場を建設
している。 

弁護士の便宜も関わるので、2000 年代
に監獄法が改革された時、日弁連があんまり
強く「代用監獄の廃止」を唱えなかった。も
ちろん、理想を追求している弁護士もいます
が、便宜にとらわれる弁護士の方が多く、彼
らが日弁連の中で有力的であるため、結局日
弁連という組織全体の立場がそれで決まっ
た。 
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